
政
令
第
三
百
六
十
五
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈢
の
Ａ
の
⒝
」
の
下
に
「
及
び
第
二
七
一
〇
・
二
○
号
の
一

の
㈣
の
Ａ
の
⒝
」
を
加
え
る
。

第
六
十
二
条
の
二
第
三
項
第
四
号
中
「
又
は
商
品
の
形
態
」
を
「
、
商
品
の
形
態
又
は
技
術
的
制
限
手
段
」
に
改
め
、
「

第
三
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
」
を
加
え
る
。

第
六
十
二
条
の
三
第
二
号
中
「
又
は
商
品
の
形
態
」
を
「
、
商
品
の
形
態
又
は
技
術
的
制
限
手
段
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
十
六
第
三
項
第
四
号
中
「
又
は
商
品
の
形
態
」
を
「
、
商
品
の
形
態
又
は
技
術
的
制
限
手
段
」
に
改
め
、

「
第
三
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
」
を
加
え
る
。



第
六
十
二
条
の
十
七
第
二
号
中
「
又
は
商
品
の
形
態
」
を
「
、
商
品
の
形
態
又
は
技
術
的
制
限
手
段
」
に
改
め
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
を
適
用
す
る
こ
と
を
適
当
と
し
な
い
貨
物
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
二
一
二
・
二
○
号
の
一

の
㈠
及
び
㈡
」
を
「
第
一
二
一
二
・
二
一
号
の
一
及
び
二
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
四
中
「
内
貨
原
料
品
」
を
「
課
税
原
料
品
等
」
に
改
め
、
「
免
税
」
の
下
に
「
又
は
戻
し
税
等
」
を
加
え

、
「
第
二
七
一
〇
・
一
一
号
の
一
の
㈠
」
を
「
第
二
七
一
〇
・
一
二
号
の
一
の
㈠
及
び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈠
」

に
、
「
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の
㈡
及
び
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈡
、
」
に
改
め
、
「
第
二
七
一
○
・

一
九
号
の
一
の
㈠
」
の
下
に
「
及
び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈡
」
を
加
え
、
「
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の
㈢
及

び
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈢
、
」
に
改
め
、
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈡
」
の
下
に
「
及
び
第
二
七

一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈢
」
を
、
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈢
」
の
下
に
「
及
び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈣

」
を
加
え
る
。

第
五
十
七
条
第
八
号
中
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈢
の
Ａ
の
⒜
及
び
Ｂ
の
⒜
」
の
下
に
「
並
び
に
第
二
七
一
○
・



二
○
号
の
一
の
㈣
の
Ａ
の
⒜
及
び
Ｂ
の
⒜
」
を
加
え
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
第
○
一
○
一
・
一
○
号
の
一
の
㈠
及
び
㈡
の
Ａ
並
び
に
第
○
一
○
一
・
九
○
号
の
一
の
㈠
及
び

㈡
の
Ａ
」
を
「
第
○
一
○
一
・
二
一
号
の
一
及
び
二
の
㈠
並
び
に
第
○
一
○
一
・
二
九
号
の
一
及
び
二
の
㈠
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
第
○
七
一
三
・
三
三
号
の
二
の
㈠
」
の
下
に
「
、
第
○
七
一
三
・
三
四
号
の
二
の
㈠
、
第
○
七

一
三
・
三
五
号
の
二
の
㈠
」
を
、
「
第
○
七
一
三
・
五
○
号
の
二
の
㈠
」
の
下
に
「
、
第
○
七
一
三
・
六
○
号
の
二
の
㈠
」

を
加
え
る
。

第
七
十
二
条
中
「
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の
㈠
の
Ｂ
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈠
の
Ｂ
及
び
第
二
七
一

○
・
二
○
号
の
一
の
㈠
の
Ｂ
」
に
改
め
る
。

（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈢
」
の
下
に
「
及
び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈣
」

を
加
え
る
。



（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
一
○
○
一
・
一
○
号
、
第
一
○
○
一
・
九
○
号
、
第
一
○
○
三
・
○
○
号
、
第
一
○
○
八
・
九
○

号
の
二
の
㈠
」
を
「
第
一
○
○
一
・
一
一
号
、
第
一
○
○
一
・
一
九
号
、
第
一
○
○
一
・
九
一
号
、
第
一
○
○
一
・
九
九
号

、
第
一
○
○
三
・
一
○
号
、
第
一
○
○
三
・
九
○
号
、
第
一
○
○
八
・
六
○
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の
㈠
の
Ｃ
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈠
の
Ｃ
及
び
第
二
七
一
○
・

二
○
号
の
一
の
㈠
の
Ｃ
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
の
⑵
及
び
㈢
並
び
に
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ

の
⑵
及
び
㈢
、
」
に
改
め
、
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈠
の
Ｂ
の
⑵
及
び
㈡
」
の
下
に
「
並
び
に
第
二
七
一
○
・
二

○
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
の
⑵
及
び
㈢
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈢
の
Ａ
の
⒝
」
の
下
に
「
及
び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈣
の
Ａ
の
⒝

」
を
加
え
、
「
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の
㈢
及
び
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈢
、
」
に
改
め
、
「
第
二
七

一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈡
」
の
下
に
「
及
び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈢
」
を
加
え
る
。



第
二
十
条
第
一
項
第
二
十
一
号
中
「
第
七
三
一
九
・
二
○
号
又
は
第
七
三
二
六
・
二
○
号
に
掲
げ
る
物
品
」
を
「
第
七
三

一
九
・
四
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
安
全
ピ
ン
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
を
同
項
第
二
十
六
号
と
し
、
同
項
第
二
十

二
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

関
税
率
表
第
七
三
二
六
・
二
○
号
に
掲
げ
る
物
品

第
二
十
条
第
三
項
第
二
十
一
号
中
「
第
七
三
一
九
・
二
○
号
又
は
第
七
三
二
六
・
二
○
号
に
掲
げ
る
物
品
」
を
「
第
七
三

一
九
・
四
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
安
全
ピ
ン
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
を
同
項
第
二
十
六
号
と
し
、
同
項
第
二
十

二
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

関
税
率
表
第
七
三
二
六
・
二
○
号
に
掲
げ
る
物
品

第
二
十
条
第
五
項
第
十
二
号
中
「
第
六
四
○
六
・
九
一
号
又
は
第
六
四
○
六
・
九
九
号
」
を
「
第
六
四
○
六
・
九
○
号
」

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
関
税
率
表
」
の
下
に
「
第
○
三
○
六
・
一
四
号
の
一
及
び
第
○
三
○
六
・
二
四
号
の

二
に
掲
げ
る
物
品
、
同
表
」
を
加
え
、
「
第
○
九
一
○
・
一
○
号
の
二
の
㈡
」
を
「
第
○
九
一
○
・
一
一
号
の
二
の
㈡
及
び

第
○
九
一
○
・
一
二
号
の
二
の
㈡
」
に
改
め
、
「
第
一
六
○
四
・
一
五
号
」
の
下
に
「
及
び
第
一
六
○
四
・
一
七
号
」
を
加



え
、
「
第
一
六
○
五
・
九
○
号
の
二
の
㈢
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
あ
わ
び
及
び
帆
立
貝
以
外
の
軟
体
動
物
（
気
密
容
器
入
り

の
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
帆
立
貝
」
を
「
第
一
六
○
五
・
五
一
号
に
掲
げ
る
物
品
（
気
密
容
器
入
り
の
も
の

以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
、
同
表
第
一
六
○
五
・
五
二
号
に
掲
げ
る
物
品
、
同
表
第
一
六
○
五
・
五
三
号
、
第
一
六
○
五
・

五
五
号
、
第
一
六
○
五
・
五
六
号
及
び
第
一
六
〇
五
・
五
八
号
に
掲
げ
る
物
品
（
気
密
容
器
入
り
の
も
の
以
外
の
も
の
に
限

る
。
）
、
同
表
第
一
六
〇
五
・
五
九
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
帆
立
貝
（
い
た
や
が
い
科
の
も
の
。
ペ
ク
テ
ン
属
、
ク

ラ
ミ
ュ
ス
属
又
は
プ
ラ
コ
ペ
ク
テ
ン
属
の
も
の
及
び
い
た
や
貝
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
（

気
密
容
器
入
り
の
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
帆
立
貝
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の
㈠
の
Ｃ
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈠
の

Ｃ
及
び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈠
の
Ｃ
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
の

⑵
及
び
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
の
⑵
、
」
に
改
め
、
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈠
の
Ｂ
の
⑵

」
の
下
に
「
及
び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
の
⑵
」
を
加
え
、
同
項
第
十
五
号
中
「
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の

一
の
㈢
及
び
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈢
、
」
に
改
め
、
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈡
」
の
下
に
「
及

び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈢
」
を
加
え
、
同
項
第
十
六
号
中
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈢
の
Ａ
の
⒝
」
の
下



に
「
及
び
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈣
の
Ａ
の
⒝
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
一
号
中
「
関
税
率
表
」
の
下
に
「
第
○
一
○
二
・
二
九
号
、
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。四

関
税
率
表
第
○
三
○
一
・
九
九
号
の
二
の
㈠
、
第
○
三
○
二
・
四
一
号
、
第
○
三
○
二
・
四
二
号
、
第
○
三
○
二
・

四
三
号
の
一
、
第
○
三
○
二
・
四
四
号
、
第
○
三
○
二
・
四
五
号
、
第
○
三
○
二
・
五
一
号
、
第
○
三
○
二
・
五
四
号

の
一
、
第
○
三
○
二
・
五
五
号
、
第
○
三
○
二
・
五
九
号
の
一
、
第
○
三
○
二
・
八
九
号
の
一
、
第
○
三
○
三
・
五
一

号
、
第
○
三
○
三
・
五
三
号
の
一
、
第
○
三
○
三
・
五
四
号
、
第
○
三
○
三
・
五
五
号
、
第
○
三
○
三
・
六
三
号
、
第

○
三
○
三
・
六
六
号
の
一
、
第
○
三
○
三
・
六
七
号
、
第
○
三
○
三
・
六
九
号
の
一
、
第
○
三
○
三
・
八
九
号
の
一
、

第
○
三
○
三
・
九
○
号
の
二
、
第
○
三
○
四
・
四
四
号
の
一
、
第
○
三
○
四
・
四
九
号
の
一
、
第
○
三
○
四
・
五
三
号

の
一
、
第
○
三
○
四
・
五
九
号
の
一
、
第
○
三
○
四
・
七
一
号
、
第
○
三
○
四
・
七
四
号
の
一
、
第
○
三
○
四
・
七
五

号
、
第
○
三
○
四
・
七
九
号
の
一
、
第
○
三
○
四
・
八
六
号
、
第
○
三
○
四
・
八
九
号
の
一
、
第
○
三
○
四
・
九
四
号

、
第
○
三
○
四
・
九
五
号
の
一
、
第
○
三
○
四
・
九
九
号
の
一
、
第
○
三
○
五
・
一
○
号
、
第
○
三
○
五
・
五
一
号
、

第
○
三
○
五
・
六
一
号
か
ら
第
○
三
○
五
・
六
三
号
ま
で
、
第
○
三
○
七
・
二
一
号
、
第
○
三
○
七
・
二
九
号
の
一
及



び
三
、
第
○
三
○
七
・
七
一
号
の
一
並
び
に
第
○
三
○
七
・
七
九
号
の
一
の
㈠
及
び
三
の
㈠
に
掲
げ
る
貨
物

第
四
十
条
第
五
号
中
「
第
○
三
○
二
・
七
○
号
の
一
」
を
「
第
○
三
○
二
・
九
○
号
の
一
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
号
を

同
条
第
三
十
三
号
と
し
、
同
条
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
第
一

二
一
二
・
二
○
号
」
を
「
第
一
二
一
二
・
二
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
七
号
と
し
、
同
条
第
二
十
三
号
中
「
分

み
つ
糖
」
を
「
分
蜜
糖
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
三
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
条
第
十
八
号
中
「
分
み
つ
糖
」
を
「
分
蜜
糖
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
第
十
七
号

中
「
分
み
つ
糖
」
を
「
分
蜜
糖
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
を
同
条
第
十
九
号
と
し
、
同
条

第
十
五
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
一
二
一
二
・
二
○
号
の
一
の
㈢
」
を
「
第
一
二
一
二
・
二
一
号

の
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
一
二
一
二
・
二
○
号
の
一
の
㈠
及
び
㈡
」
を
「
第

一
二
一
二
・
二
一
号
の
一
及
び
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同

条
第
十
一
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中
「
第
一
○
○
八
・
九
〇
号
の
二
の
㈠
」
を
「
第
一
○
○
八
・
六
○
号

」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
第
○
七
一
三
・
三
三
号
の
二
の
㈡
」
の
下
に
「
、
第
○
七
一

三
・
三
四
号
の
二
の
㈡
、
第
○
七
一
三
・
三
五
号
の
二
の
㈡
」
を
、
「
第
○
七
一
三
・
五
○
号
の
二
の
㈡
」
の
下
に
「
、
第



○
七
一
三
・
六
○
号
の
二
の
㈡
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
第
○
四
○
一
・
三
○
号
の
一

」
を
「
第
○
四
○
一
・
四
○
号
の
一
、
第
○
四
○
一
・
五
○
号
の
一
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
七

号
中
「
、
第
○
三
○
七
・
四
九
号
の
一
、
第
○
三
○
七
・
九
一
号
の
三
及
び
第
○
三
○
七
・
九
九
号
の
一
の
㈡
」
を
「
並
び

に
第
○
三
○
七
・
四
九
号
の
一
及
び
三
」
に
改
め
、
「
も
ん
ご
う
い
か
」
の
下
に
「
（
セ
ピ
ア
・
オ
フ
ィ
キ
ナ
リ
ス
）
」
を

加
え
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

関
税
率
表
第
○
三
○
七
・
九
一
号
並
び
に
第
○
三
○
七
・
九
九
号
の
一
及
び
三
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
い
か
（
も

ん
ご
う
い
か
を
除
く
。
）
及
び
貝
柱

第
四
十
条
第
六
号
中
「
第
○
三
○
五
・
三
○
号
の
二
及
び
」
を
削
り
、
「
第
○
三
○
五
・
五
九
号
の
二
」
の
下
に
「
、
第

○
三
○
五
・
六
九
号
の
二
、
第
○
三
○
五
・
七
二
号
の
二
の
㈡
及
び
三
の
㈡
並
び
に
第
○
三
○
五
・
七
九
号
の
二
の
㈡
及
び

三
の
㈡
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

関
税
率
表
第
○
三
○
五
・
三
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
た
ら
（
ガ
ド
ゥ
ス
属
、
テ
ラ
グ
ラ
属
又
は
メ
ル
ル
シ
ウ

ス
属
の
も
の
）

七

関
税
率
表
第
○
三
○
五
・
三
九
号
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
に
し
ん
（
ク
ル
ペ
ア
属
の
も
の
）
、
ぶ
り
（
セ
リ



オ
ー
ラ
属
の
も
の
）
、
さ
ば
（
ス
コ
ム
ベ
ル
属
の
も
の
）
、
い
わ
し
（
エ
ト
ル
メ
ウ
ス
属
、
サ
ル
デ
ィ
ノ
プ
ス
属
又
は

エ
ン
グ
ラ
ウ
リ
ス
属
の
も
の
）
、
あ
じ
（
ト
ラ
ク
ル
ス
属
又
は
デ
カ
プ
テ
ル
ス
属
の
も
の
）
及
び
さ
ん
ま
（
コ
ロ
ラ
ビ

ス
属
の
も
の
）

別
表
第
二
第
六
号
中
「
第
六
五
○
五
・
九
○
号
」
を
「
第
六
五
○
五
・
○
○
号
の
二
」
に
改
め
る
。

（
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
○
四
○
一
・
三
○
号
」
を
「
第
○
四
○
一
・
四
○
号
、
第
○
四
○
一
・
五
○
号
」
に
改
め
、
「
第

○
七
一
三
・
三
三
号
」
の
下
に
「
、
第
○
七
一
三
・
三
四
号
、
第
○
七
一
三
・
三
五
号
」
を
、
「
第
○
七
一
三
・
五
○
号
」

の
下
に
「
、
第
○
七
一
三
・
六
○
号
」
を
加
え
、
「
第
一
二
○
二
・
一
○
号
、
第
一
二
○
二
・
二
○
号
」
を
「
第
一
二
○
二

・
三
○
号
、
第
一
二
○
二
・
四
一
号
、
第
一
二
○
二
・
四
二
号
」
に
改
め
る
。

「
○
四
○
一
・
四
○

別
表
暫
定
法
別
表
第
一
の
番
号
の
欄
中
「
○
四
○
一
・
三
○
」
を

に
、
「
○
七
一
三
・
三
三
」
を

○
四
○
一
・
五
○
」

「
○
七
一
三
・
三
三

「
一
二
○
二



「
○
七
一
三
・
五
○

「
一
二
○
二
・
一
○

○
七
一
三
・
三
四

に
、
「
○
七
一
三
・
五
○
」
を

に
、

を

一
二
○
二

○
七
一
三
・
六
○
」

一
二
○
二
・
二
○
」

○
七
一
三
・
三
五
」

一
二
○
二

・
三
○

・
四
一

に
改
め
、
同
表
品
名
の
欄
中
「
落
花
生
（
い
つ
て
」
を
「
落
花
生
（
煎
つ
て
」
に
改
め
る
。

・
四
二
」

（
石
油
石
炭
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

石
油
石
炭
税
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
二
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
二
」
を
加
え
る
。

（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
項
中
「
第
一
七
○
一
・
一
一
号
の
一
の
㈡
」
を
「
第
一
七
○
一
・
一
三
号
及
び
第
一
七
○
一
・
一
四
号
の



一
の
㈡
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
品
目
の
欄
中
「
第
○
八
○
三
・
○
○
号
の
一
」
を
「
第
○
八
○
三
・
一
○
号
の
一
及
び
第
○
八
○
三
・
九
○
号

の
一
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
（
関
税
法
施
行
令
第
二
条
の
改
正
規

定
を
除
く
。
）
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


